
青葉区自治会・町内会長 各位 

青葉区総務課長 

青葉区版防災情報伝達システム訓練の実施について（通知） 

日頃から青葉区の防災活動に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

青葉区では、災害時の緊急情報発信手段の多重化を図るため、平成 28年９月からラジオと電話を活用

した「青葉区版防災情報伝達システム」を独自に導入し、自治会・町内会等を対象とした訓練を実施して

います。（詳細は添付の別紙１をご参照ください） 

令和８年度につきましても、以下のとおり訓練を実施しますので御対応をお願いいたします。 

１ 訓練日時（予定） 

(1) 令和８年７月７日（火）   11：25～11：40 

(2) 令和８年 10 月 29日（木）  18：15～18：30 

(3) 令和９年２月 11 日（木・祝） 11：25～11：40

※各訓練日の前日には、電話にて訓練実施のお知らせを発信します。

２ 訓練内容 

(1) ラジオによる情報伝達訓練（各単会１台ずつお渡ししている専用防災ラジオを使用）

(2) 電話による情報伝達訓練（各単会３人まで登録いただいている電話番号への一斉配信）

３ 訓練当日に対応いただくこと 

(1) ラジオによる情報伝達訓練（専用防災ラジオ管理者のみ対象）

ア 訓練に際して、別添「専用防災ラジオの取扱方法」（別紙２）を参照し、専用防災ラジオを電源に

接続しておいてください。 

イ 専用防災ラジオは、自動起動した際、大きな音声がラジオから発信されます。また、訓練終了後

は自動でラジオの電源が切れます。 

ウ 専用防災ラジオの放送受信ができましたら、その旨を下記「電話による情報伝達訓練」で御回答

ください。（訓練実施時間に専用防災ラジオの近くにいることができない方は、その旨を電話で御

回答ください。） 

(2) 電話による情報伝達訓練(電話番号を登録されている全員が対象）

ア 電話番号を登録いただいた方（各単会３人まで）宛てに、050-3188-8400 から自動音声ガイダン

スの電話がかかってきます。

イ 専用防災ラジオの保有の有無と、ラジオを保有している場合は受信状況等について、自動音声ガ

イダンスでお伺いします。案内に沿って、電話のボタンを操作し御回答ください。

ウ 電話に出られなかった場合には折り返して発信し、自動音声ガイダンスの案内に沿って御回答い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

資料〇 

裏面あり 



４ 青葉区版防災情報伝達システム説明資料について 

(1) 青葉区版情報伝達システムについて（別紙１） 

(2) 専用防災ラジオの取扱方法（別紙２） 

(3) 【参考】青葉区版防災情報伝達システム登録者の変更について（３月区連会にて依頼済み） 

 

５ ホームページでの周知について  

青葉区ホームページにて、本訓練の日程について掲載しています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/bosai_bohan/saigai/

machibou/systemtraining.html 

 

【担当・問い合わせ先】 

青葉区総務課庶務係（防災担当） 

担 当：田仲、小高、黒岩 

電 話：045-978-2213 

メール：ao-bosai@city.yokohama.lg.jp 

https://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/bosai_bohan/saigai/machibou/systemtraining.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/aoba/bosai_bohan/saigai/machibou/systemtraining.html


ラジオによる情報伝達システム

・ＦＭサルースの電波を使い緊急情報を発信

・災害時には、ＦＭサルースまたは区役所から

緊急放送を発信

・緊急情報の場合は、専用ラジオで自動受信

電源がＯＦＦでも自動起動

・イッツコム加入世帯は、イッツコムの回線か

ら電波をとることが可能

青葉区版防災情報伝達システムについて

青葉区では、災害時の緊急情報発信手段の多重化を図るため、ラジオと電話を活用した２つの

情報伝達システムを独自に導入し、平成28年９月から運用を開始しました。

町の防災組織である自治会・町内会や、地域防災拠点運営委員会等の皆様には、災害時の区役

所からの情報を得る手段の一つとして、ご活用していただきたいと考えています。

運用例としては、避難指示、土砂災害警戒情報、特別警報、震度５強以上の地震など、重大

な被害が予測され、緊急性が高い場合に災害情報を伝達します。

その情報を地域で活用していただき、災害の被害を減らすことを目指しています。

電話による情報伝達システム

・自治会、町内会長や地域防災拠点運営委員長

等の登録番号へ一斉に電話で緊急情報を配信

・情報と質問を自動音声で伝達し、電話のプッ

シュボタンによる番号回答を即時にシステム

で集計

【例】避難所を開設できますか？

できる場合は１を、できない場合は２を…

システムの運用について

・ラジオによる情報伝達システムで使用する防災ラジオについては、

区役所から貸与しています。

・電話による情報伝達システムについては、特別な機材の設置等は必要

ありません。お手持ちの携帯電話または、ご自宅の固定電話の番号を

登録していただき、災害発生時に機械音声による情報伝達を行います。

・専用防災ラジオの管理者及び電話システム登録電話番号について、

区役所が管理するため、御登録していただきます。

・登録者が変更になる場合は、後任の方へ引き継いでいただくとともに、

区役所に変更情報の御連絡をいただきます。

【別紙１】



≪大地震等発生による緊急性の高い場合≫
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を聴くことができます。

システムイメージ図
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【別紙２】



FM84.1MHｚ FMサルースは、コミュニティーFM局に認可される最大の送信出力２０Wで放送しています。小さな出力のため、
放送エリアである青葉区内でも、距離や地形、周辺の環境により、受信状態が悪い場合があります。
その際は、ラジオの置き場所を変えたり、FM専用アンテナを設置することで、受信状態が良くなる場合がありますので、受

信改善策をご紹介します。※改善の目安・・・ラジオの受信ランプ（赤）の点滅が消える

受信対策② ラジオの本体の向きやアンテナの方向を変える。

受信対策① ラジオの置き場所を変える。

ラジオを置く場所は、屋外や窓に近い位置のほうが良好に受信できます。
電波塔は、たまプラーザ駅周辺に設置されています。
ラジオを家の中で動かして、一番良く電波が入る場所を探してください。

アンテナは、必ず全て伸ばしきってください。その後、様々な方向に
アンテナを動かしてみてください。また、ラジオの向きを変えることに
よって、受信状況が改善する場合もあります。

（１） Ｔ字アンテナ（ラジオ付属品）
Ｔ型ＦＭアンテナは、アンテナ側をT字に張り、

窓際の壁や、窓に水平に固定して張り付けま
す。アンテナ線を張る場所や方向、形などをいろ
いろと変えてみてください。受信状況が大幅に改
善される場合もあります。

受信対策③ 外部アンテナを活用する。

（２）テレビアンテナ線※ケーブルテレビイッツコム加入世帯

屋内では受信感度が十分得られない場合は、
ケーブルテレビイッツコムの端子から 分配機を
介して、同軸ケーブルで防災ラジ オに接続して
いただきますと良好に受信す ることができます。

青葉区防災ラジオのランプ状態説明資料

電源ランプは、緑点灯が正常です。

赤→緑の交互点滅していると、電池
切れのサインです。

受信ランプは消灯が正常です。

赤点滅していると、電波の受
信状態が悪いサインです。

※電源は常にACアダプターに接続してください。接続し
ていない場合、電池は３日程度で切れてしまいます。

※受信ランプが赤点滅している場合は、裏面「青葉区防
災ラジオの受信改善マニュアル」を参考に、消灯する位
置を探してください。



令和８年３月23日 

自治会・町内会長 各位 

青葉区総務課長 

青葉区版防災情報伝達システム登録者の変更について（依頼） 

日頃から青葉区の防災活動に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 青葉区では、災害時の緊急情報発信手段の一つとして、平成28 年９月から「青葉区版防

災情報伝達システム」を運用しています。本システムは、電話や専用防災ラジオを活用し、

自治会・町内会や地域防災拠点運営委員会等の皆様に避難指示等の情報を伝達します。 

新年度に入り、専用防災ラジオの管理者（各単会１台ずつ）の変更がある場合は、確実な

引継ぎをお願いいたします。 

また、専用防災ラジオの管理者や、電話による情報伝達システムの登録者（各単会３人ま

で）に変更が生じる場合には、別紙「青葉区版防災情報伝達システム登録申請用紙」に御記

入の上、令和８年５月29日（金）までに御提出をお願いいたします。 

なお、登録者に変更がない場合は、提出不要です。 

【提出方法】  

電子メール、郵送、持参で下記担当まで御提出ください。 

※登録申請用紙については、青葉区連合自治会長会トップページから「その他（提出書類様式

等）」をクリックし、「■青葉区版防災情報伝達システム」の項目内に掲載しています。 

【担当・提出先】 

〒２２５－００２４ 

横浜市青葉区市ケ尾町31番地４ 

青葉区役所総務課防災担当 

小畠、亀谷、黒岩 

TEL：045-978-2213 

E-Mail：ao-bosai@city.yokohama.lg.jp 

参考 ３月区連会資料



青葉区版防災情報伝達システム登録申請用紙 

令和  年  月  日

（申請先）青葉区長 あて

団 体 名  

所 在 地 横浜市青葉区  
(フリガナ)

代表者氏名

電話番号  

 下記のとおり「専用防災ラジオ」の管理者情報及び「電話システム」からの情報を受信する電話番号を

変更します。

なお、貸与された専用防災ラジオは、下記の管理方法を遵守します。

記

管理方法

１ 専用防災ラジオは、常に正常な受信状態を保つよう管理します。

２ 専用防災ラジオを紛失または毀損した場合は、速やかに青葉区に連絡します。

３ 専用防災ラジオの改造その他の原形に変更を加える行為はしません。

４ 専用防災ラジオを必要としなくなったときは、青葉区に返還します。

申請年月日 令和  年  月  日

専用防災ラジオ管理者

電話システム登録者①

氏名：  役職：

電話番号：

電話システム登録者②
氏名：  役職：

電話番号：

電話システム登録者③
氏名：  役職：

電話番号：

※専用防災ラジオ管理者と電話システム登録者①は、同一の方でお願いします。

※登録は１団体につき、３名までとなります。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
※横浜市青葉区処理欄（申請者は記入しないでください）

① 貸与年月日 令和  年  月  日

② 受信機番号 [ ]  付属貸与品（ 外付アンテナ ・ 分配器 ）

③ 備考

※上記の個人情報については、青葉区版防災情報伝達システム事業の目的以外には使用しません。
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